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1 ．住宅のリースバックに関するこれまでの経緯

住宅のリースバック1についての注目が高まっており、「住生活基本計画（全国計画）」（令和3
年3月19日閣議決定）において、ライフスタイルに合わせた柔軟な住み替えを可能とする既存住
宅流通の活性化に関する施策として、「健全なリースバックの普及」が位置付けられています。
こうした中、消費者（リースバック対象不動産の売主（以下、「利用者」といいます））のリー
スバック契約に関する理解が不十分なまま契約を締結したこと等によるトラブル事例も見られる
ことも踏まえ、国土交通省では、利用者向けの「住宅のリースバックに関するガイドブック」を
取りまとめ、令和4年6月に公表しました。また、独立行政法人国民生活センターにおいても、
住宅のリースバックに関するトラブル増加を受けて報道発表2を行い、注意喚起を行っています。
本稿では、国土交通省にて実施した住宅のリースバックに関する実態調査結果と「住宅のリース
バックに関するガイドブック」の内容等についてご紹介します。

2 ．「住宅のリースバックに関する実態調査結果」ついて

国土交通省では令和6年12月から令和7年1月にかけて、業界団体に加入している宅地建物取
引業者：586社を対象としてリースバックに関する実態調査を実施しました。
〈国土交通省におけるリースバックに関する実態調査結果〉
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001864122.pdf
※上記資料のP.21以降をご参照
上記の調査時点においてリースバックに関わる事業に「取り組んでいる」事業者は60社（約
10%）である一方で、「今後取り組みたい」事業者は145社（約25%）に上るため、今後取り組む
事業者が増加し得ることが推測されます（図表1）。
住宅のリースバックに取り組む事業者の増加を受けて、国民生活センター及び全国の消費生活
センター等が受け付けた住宅のリースバックに関連する相談件数は増加傾向にあります。

「住宅のリースバック」について

国土交通省　不動産・建設経済局　不動産業課
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1 ．�住宅のリースバックとは住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで住んでいた住宅に
引き続き居住するサービスをいい、居住環境を変えることなく資金の獲得が可能

2．�独立行政法人国民生活センター報道発表資料『強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意！－本当に「そ
のまま“ずっと”住み続けられる」契約ですか？－』https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250521_1.pdf
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■主な相談事例
・リースバック契約後、買い取り価格が安いまたは支払賃料が高すぎることに気が付いた
・�契約前、修繕費等は買主（リースバック事業者）負担と説明を受けたはずだが、後日契約書
を見ると売主（利用者）負担となっていた
・リースバックを受けていた自宅から退去したところ、高額な原状回復費用を請求された
・�リースバック契約を締結した後、買い戻しを求めたところ買い戻しに関する特約がないと拒
否された

相談事例に多くみられる買い取り価格の周辺相場との乖離や契約条件等に関する説明の実施状
況について、リースバック取引にすでに「取り組んでいる」と回答した事業者を対象として追加
でアンケート調査を実施しました。アンケート結果を見ると、買い取り価格については支払賃料
や利回り等を踏まえて価格設定を行うため、リースバック契約時の買い取り価格は相場の6- 7
割と回答した事業者が多数を占めています。また、クーリングオフができない旨の説明を約40%
の事業者が（積極的には）実施していないことが明らかになりました。その他、契約後の解除の
申し出に対して、違約金等の支払いや買戻し等、金銭の支払があれば応じる事業者が約50%に留
まるうえ、違約金等の事前説明について、約10%の事業者は（積極的には）実施していないと回
答がありました。
さらに、買戻し特約については、「（積極的には）設定していない」事業者が全体の約80%に上
っており、リースバック契約を希望する側において、買戻しを希望する場合にはリースバック契
約の締結時に利用者側から積極的に買戻し特約の設定を求めることが必要と考えられます。

リースバックに関する実態調査（概要）

【リースバックに関する実態調査の概要】
・調査対象:業界団体に加入している宅地建物取引業者 ・調査期間:令和６年12月９日～令和７年１月21日
・調査方法:WEBアンケート ・回答数 :586社

10% 4%

25%
61%

リースバックに関わる事業への取組状況

取り組んでいる

過去に取り組んでいたが、現在は取り組んでいない

現在は取り組んでいないが、今後取り組みたいと考えている

過去から現在に至るまで取り組んでおらず、今後も取り組もうとは思わない

60社 22社

145社
359社

※各グラフの％表示は小数点以下を四捨五入しているため、単一回答の設問でも合計が100％とならない場合がある。

調査項目の概要
１．リースバックに関わる事業者全体・・・・・P13~18
（１）買取を行う事業者・・・・・・・・・・・・P19~21
（２）賃貸・管理を行う事業者・・・・・・・P22~23
（３）売却を行う事業者・・・・・・・・・・・・P24
２．その他事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25~26
３．全事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27

○ 今般、ガイドブックの公表から一定の期間が経過したことを踏まえ、宅地建物取引業者を対象とする
リースバックに関する実態調査を行った。

○ リースバックに関わる事業に「取り組んでいる」事業者は60社（10％）である一方、「今後取り組み
たい」事業者は145社（25％）であることから、今後取り組む事業者が増加し得ることが推測される。

1

図表1　リースバックに関する実態調査（概要）
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住宅のリースバックを管理の観点から分析するために、調査時点において既に「リースバック
物件の賃貸・管理に関わっている」と回答した事業者を対象として調査を行いました。アンケー
ト結果を見ると、賃貸借契約の種類としては普通賃貸借契約が最も多いものの、定期賃貸借契約
も全体の約50%を占めており、賃貸借契約の延長を希望しながらも延長できない利用者が一定数
存在すると推測されます。また、平均居住期間を見ると0年を含む5年以下という比較的短期間
が全体の約80%を占めており、契約期間終了後に実際に契約を更新した利用者の割合が「0%」

図表2　調査結果：買取りを行う事業者

○ 買取価格については周辺相場の「６～７割」と回答した事業者が多い。リースバック期間中に賃貸
以外の運用ができないこと等を踏まえ、利回り等を考慮した価格査定を行っていることが推測される。

○ クーリングオフができない旨の説明について、約６割が「必ず説明している」一方、「（積極的には）
説明していない」事業者も約４割存在。

7% 52% 22% 11% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買取価格の周辺相場に対する割合

４～５割 ６～７割 ８～９割 10割（市場相場とほぼ同等） その他

N=27

78% 0% 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者に対して、買取価格の査定の根拠を
説明しているか

している していない 積極的には説明していないが、問われればしている

56%
22%
22%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

必ず説明している

説明していない

積極的に説明はしていないが、質問された場合には説明している

その他

クーリングオフができない旨について事前に説明しているか

調査結果：買取を行う事業者

2

81%

4%

7%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず説明している

説明していない

積極的に説明はしていないが、質問された場合には説明している

違約金等は設定していない又は買い戻し

その他

利用者に対し、解約には違約金等が必要となる旨を説明しているか

30%

19%

11%

11%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

違約金等の支払があれば解約に応じ
ている

解約はせず、買い戻してもらう

無条件（無料）で解約に応じている

違約金等以外の条件で解約に応じ
ている

その他

契約後、解約の申出があった場合にどうしているか

15%

4%

56%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

両方とも必ず設定している

買い戻し特約は必ず設定しているが、買い戻し価格までは
定めていない

両方とも設定していない

積極的に設定はしていないが、相手方が希望すれば設定
している

その他

買取の契約時、買戻し特約や買戻し価格を設定しているか

N=27

○ 契約後に解約の申出があった場合、違約金等の支払いや買戻し等、金銭の支払があれば応じる
事業者が約半数。また、違約金等の事前説明については、「必ず説明している」事業者が約８割で
ある一方、約１割は「（積極的には）説明していない」と回答。
※ なお、契約時に違約金等が定められている場合、宅建業法37条に基づく書面（契約内容記載書面）に記載する必要がある。

○ 買戻し特約については、「（積極的には）設定していない」事業者が約８割であることから、利用者
側において、買戻しを希望する場合には積極的に設定を求めることが必要と考えられる。

解約の事例がないので不明 等

調査結果：買取を行う事業者

3
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の回答が全体の60%を占めており、利用者が比較的短期間で居住（リースバック）を終えている
ことがわかります（図表3）。

図表3　調査結果：賃貸・管理を行う事業者

14%
10%

14%
24%

10%
10%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0年
１年
２年
３年
４年
５年

６年以上

リースバック利用者の平均居住期間

71%
48%

0%
5%
0%

0% 20% 40% 60% 80%

普通建物賃貸借
定期建物賃貸借
終身建物賃貸借
サブリース原賃貸借

その他

N=21（「物件の賃貸・管理に関わっている」と回答した事業者26のうち、5は無回答）

10% 5% 67% 10% 5% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
1年未満（定期建物賃貸借のみ） １年 ２年 ３年 ３年超 期間の定めはない その他

○ 契約種類としては普通賃貸借契約が最も多いが、定期賃貸借契約も約半数存在。
○ 平均居住期間は「６年以上」の⾧期間が約２割である一方、０年を含む５年以下という比較的
短期間の割合が約８割。また、契約期間終了後に更新した利用者の割合は「０割」が約６割。

リースバック物件の賃貸借契約にあたり締結している契約種類
（複数回答あり）

リースバック物件の賃貸借契約において設定している最も多い契約期間 契約期間満了後、契約を更新した利用者の割合

調査結果：賃貸・管理を行う事業者

まだ更新時期を迎えていない利用者も含まれる。

62% 5%5% 10% 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
0割 1～２割 ３～４割 ５～６割 ７～８割 ９～10割 4

事業者が把握するリースバック取引に関する問題について具体的な内容として以下のような回
答がありました（抜粋・要約）。
■主な回答
・事業者がリースバックのメリットしか伝えず、リスクやデメリットを説明しない
・利用者がリースバック契約の内容をよく理解しないまま契約している
・利用者が知らない間にリースバックの対象不動産が第三者に転売された
・利用者が資金計画を立てておらず、賃料支払が滞り、契約後数年で生活に困窮する
・営業時に説明する内容と契約書の内容が異なっている
・強引な勧誘により無理やり契約させる

調査結果等を踏まえ、国土交通省では住宅のリースバックを実施する際の対応案として、リー
スバックに関する基本的な知識やメリット・デメリット、不動産の売買・賃貸借の知識を周知す
るとともに、具体的な契約に際して利用者が留意・確認すべきポイントについて個別に指差し確
認できるツール（後述）の作成等を検討しています。
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図表4　調査結果等を踏まえた今後の対応案について

調査結果等を踏まえた今後の対応案について

今後の対応（案）

○ リースバックに関する基本的な知識やメリット・デメリット、不動産の売買・賃貸借契約の
知識などを周知するとともに、具体的な契約に際して消費者が留意・確認するべきポイント
について、個別に指差し確認ができるようなツールを提供。

○ その中で、法令に抵触し得る事例について、消費者向けに具体的に周知。
○ あわせて、宅建業者に対し、ツールの活用等により丁寧な説明等を実施するよう業界
団体等を通じて呼びかけ。

○ その上で、今後、国民生活センター等と連携しつつ、深刻な被害の報告が増加しないか
注視していくことが必要。

○調査結果から、リースバックに取り組む事業者が今後増加し得ること、利用者層が広がっていること
が推測される。

○一方で、消費者センターに寄せられた相談を見ると、利用者側においても、ガイドブックに掲載されて
いる留意点等を承知しないまま契約し、トラブルになるケースが多く見受けられる。

○ このため、不動産取引に関する基礎知識も含めて、リースバックに関する留意点や契約に際して特に
注意するべき点等を、よりわかりやすく消費者に対して周知するとともに、事業者側に対しても、
利用者に対してより丁寧に説明等を行うよう呼びかけることが有効ではないか。

5

3 ．「住宅のリースバックにガイドブック」ついて

住宅のリースバックに関するトラブルの増加を受け、国土交通省にて利用者を対象とした「住
宅のリースバックに関するガイドブック（令和4年6月発行）」を作成し、公表しています。リ
ースバックの仕組みに関する説明をはじめ、リースバックの主な特徴、利用例やトラブル事例の
紹介等を掲載しています。
〈住宅のリースバックに関するガイドブック〉
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf

ガイドブックでは住宅のリースバックの有効な利用例として、①高齢者施設への住み替え②実
家の二世帯住宅への建て替え資金捻出に活用する例を挙げています。長期間に亘って住み続ける
等終了期間の目途なくリースバックを継続するケースではなく、いずれも比較的短期間のリース
バック期間であることや具体的なリースバック終了時期の見通しが立っていることがポイントと
なっています。
また、住宅のリースバックを利用する際のポイントとして以下が紹介されています。
・複数の不動産業者・金融機関に相談する
・契約条件や内容を理解するために、営業トークを鵜呑みにしない
・リースバック期間中の賃料支払い額を確認する
・提示された買い取り価格について複数の事業者に意見を聞く
・買戻し条件について契約前に確認する
・利用者自身が希望する期間のリースバックが可能か契約条件を確認する
・リースバック期間中の設備修繕費用の負担の所在を確認する
・リースバック終了後の原状回復に関する条件を確認する
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　自宅に住みながら資金を確保したい場合、リースバックで
はなく、「通常の売却を選んで、決済・引渡し時期を事業者と
調整する方法」、「融資（リバースモーゲージ）」等の手法の方
が、自分のライフプランに適している場合もあります。
　また、各リースバック事業者によって、提示される契約条
件は様々です。不動産業者や金融機関等複数の事業者に相
談し、自分が納得できる条件・手法を選びましょう。

不動産業者・金融機関など複数の事業者に相談し、自分のライフプランに合った
条件・手法を選びましょう。

　リースバック契約は、お金が入ってきたあとも変わらず住み続け
られると聞いて契約をした。賃貸借契約の期間満了が近づいてき
たため、事業者にさらに住み続けたい旨を申し出たところ、契約は
定期借家契約であり、再契約することを拒絶されたため、退去しな
ければいけなくなった。

当初思っていた話と実際の賃貸借条件が違い、住み続けられない！CASE 4　

　年金が唯一の収入である、高齢の男性が、事業者からの勧誘を
受け、自宅を事業者から提示された700万円で売却し、月約15万
円で賃借するリースバック契約を結んだ。
 同不動産の市場における取引価格は１億２，０００万円相当である
にも関わらず、十分な説明もなく、後々著しく低額な代金設定がな
されていたことが判明した。

市場での取引価格より著しく低額な代金で売却してしまった！CASE 3

リースバックを利用する際のポイント
不動産取引の基本的な注意事項

リースバック取引の基本的な注意事項

1
ポイント

 事業者によっては、しつこい勧誘をしたり、売却を煽るようなセールスをしたりする場合もありますが、
それに合わせることなく、契約意思を決める前に、落ち着いて色々確認してみましょう。リースバックで
は、家を売却する「不動産売買契約」を結ぶことになります。宅建業法に基づくクーリング・オフは宅建業
者への売却の場合は適用されず、また、違約金が設定されているケースも多々あり、解約に多額のお金
がかかることもあります。サインや押印を書類に求められても、安易に応じず、家族・親族等と相談の上
で、しっかり契約内容を理解してから対応しましょう。例えばマンションに住んでいる場合、マンションの
建て替え計画の事実は管理組合に聞くことで確認できます。また、相場等は複数の事業者に確認するこ
とも可能です。その他、契約したら必ず、売買契約書をもらい、契約条件をしっかりと確認できるようにし
ておくことも重要です。

解約に多額のお金がかかることもあります。きちんと条件・内容を理解するため、
契約を急かす営業トークを鵜呑みにせず、落ち着いて、
後で家族に相談して決める、と伝えましょう。

2
ポイント

　リースバックは、「毎月賃料を支払うことで」住み続けられる契約であり、最初に一括で資金を受け取れ
ますが、受け取った資金から毎月の賃料を払い続ける場合、いずれ底を突いたり、途中で賃料が増額され
て資金が不足したりする可能性も考えられます。契約をする前に、「売却で受け取る金額」と、「数年かけ
て賃料として支払う金額」、どちらが高いか自分で計算して比較しましょう。ちゃんと手元に残るお金はあ
りますか？ 価格・賃料等の条件は、納得できるまで契約前に事業者と協議しましょう。

住み続ける期間にわたって、毎月賃料を支払うことができるか、
一度計算しましょう。3

ポイント

　不動産には、地域や築年数等に左右される「相場」があります。売却価格を提示された場合、この相場か
ら大きく外れていないか、事業者にその価格の根拠や相場について意見を聞いてみましょう。通常の売却
を選んで、自宅の引渡し時期を一定期間待つことを契約条件にすることもできるため、他の宅建業者から
も、相場に関する意見を聞き、売却価格が納得できる価格かどうかを検討してみることが重要です。

提示されている売却価格について、複数の事業者に意見を聞いてみましょう。4
ポイント

　買戻しは「当然の権利」ではなく、あくまで、一度家を買った事業者が、条件次第で、「もう一度自分に
家を売る」という約束ごとです。買戻しを望むなら、「いつまでに」「いくらで」買い戻せるのか等、本当に
買い戻せそうか契約前に確認しましょう。口約束ではなく契約書に具体的な条件が記載されていること
を確認し、また買戻し価格は自分が払える額か等を冷静に検討することが重要です。

買戻しは「当然の権利」ではありません。「いつまでに」「いくらで」買い戻せる
条件なのか等、契約前に確認しましょう。5

ポイント

※なお、不実の告知など不当な勧誘行為があった場合には、消費者契約法により契約を取り消すことができる場合もあります。
(関係者からのヒアリング等をもとに国土交通省にて作成)

ポイント④をチェック！

ポイント⑥をチェック！
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　賃貸借契約には、「普通借家契約」や「定期借家
契約」等の種類がありますが、借主が契約の継続
を希望しても、貸主が更新に応じなくても良いも
のが「定期借家契約」です。つまり、契約の種類に
よっては、希望する期間住み続けられないかもし
れません。契約締結前に契約の種類や契約期間、
契約更新・再契約の条件等についてしっかり説明
を求め、自分の要望も伝えつつ、契約書の記載内
容を確認しましょう。
　また、条件次第では、事業者が第三者に住宅を
売却してしまうこともあり、貸主が売却先の事業
者ではなくなる場合もあります。

自分が望む期間、本当に住み続けられる契約なのか、
更新・再契約の条件など契約書の記載を確認しましょう。6
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ちらが修繕費を払って直すのか、また新たに設備を設
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図表５　住宅のリースバックに関するガイドブック（抜粋）
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4 ．住宅のリースバック利用者保護に向けた取り組み

高齢者の方を中心に住宅のリースバック利用者からの消費者センターへの相談が増加していま
す。住宅のリースバックに関するガイドブックを公表したものの、利用者側の認知度が高くない
ことや記載内容のボリュームがあることを原因として、ガイドブックを十分に参照せず、留意点
を承知しないまま契約するケースが多くみられます。利用者側がリースバック取引に関する知識
や理解が十分でない状態で契約してしまいトラブルに発展するケースが増加していることが問い
合わせ件数増加の主な原因と考えられます。ガイドブックの周知を並行して行うとともに、ガイ
ドブックの簡素化を行うことで利用者側の手に取りやすさを確保しつつ、不動産取引に関する基
礎知識も含めてより分かりやすく利用者側に対して周知することができ、事業者側に対しても利
用者側により丁寧に説明等を実施するよう呼びかけることにつながる利用者向けツールの作成を
進めております。
利用者向けツールの内容としては、契約時の確認ポイントの紹介や留意事項の指差しチェック
リストのほか、買い取り価格の相場を検索できる情報ライブラリの案内やトラブル時のお問い合
わせ窓口等の掲載を検討しております。

5 ．終わりに

住宅のリースバックは高齢者施設への住み替え等、リースバック期間が短期間またはリースバ
ックを要する期間の終了時期が明確な場合に有効な取引方法であるといえます。利用者に対する
リースバック取引時の留意ポイントの周知や契約時のチェックリストの作成によるバックアップ
を実施することで、リースバック取引のメリットをより引き出すとともにリスクを的確に伝える
ことができ、ライフスタイルに合わせた柔軟な住み替えを可能とする既存住宅流通の活性化につ
ながるものと考えられます。
「住宅のリースバックに関するガイドブック」及びリースバック取引利用者向けツールの周知
及び普及を通じて、住宅のリースバックの活用によって当初より期待されていた既存住宅流通の
活性化につながることを期待しております。
国土交通省では引き続き、独立行政法人国民生活センター等の関係機関とも連携し、ガイドブ
ックや利用者向けツールを利用者側と宅地建物取引業者側双方に浸透を図ること等を通じ、健全
なリースバックの普及を推進してまいります。
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